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違
法
駐
車
車
両
の
移
動
等
に
係
る
負
担
金
の
額
を
定
め
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
五
月
三
十
日

�
�
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�
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�
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措　
　
　
　

置

車
両
の
移
動

車
両
及
び
積
載
物
の
保

管車
両
の
開
錠

違
法
駐
車
車
両
の
種
類

原
動
機
付
自
転
車

普
通
自
動
二
輪
車
（
総
排
気
量

が
〇
・
二
五
〇
リ
ッ
ト
ル
以
下

の
も
の
）

普
通
自
動
二
輪
車
（
総
排
気
量

が
〇
・
二
五
〇
リ
ッ
ト
ル
を
超

え
る
も
の
）
及
び
大
型
自
動
二

輪
車

普
通
自
動
車

そ
の
他
の
車
両

原
動
機
付
自
転
車
、
自
動
車

及
び
積
載
物

原
動
機
付
自
転
車
及
び
自
動

車

負
担
金
の
額

三
千
円

四
千
円

五
千
円

一
万
二
千
円

車
両
の
移
動
を
行
う
業
者
の
定

め
る
移
動
料
金
に
相
当
す
る
額

車
両
及
び
積
載
物
の
保
管
を
行

う
業
者
の
定
め
る
保
管
料
金
に

相
当
す
る
額

車
両
の
開
錠
を
行
う
業
者
の
定

め
る
開
錠
料
金
に
相
当
す
る
額

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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違
法
駐
車
車
両
の
移
動
等
に
係
る
負
担
金
の
額
を
定
め
る
規
則

　

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
五
十
一
条
第
十
六
項
（
同
条
第
二
十

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
り
運
転
者
等
又
は
使
用
者
等
が
負
担

す
る
車
両
の
移
動
そ
の
他
の
措
置
に
係
る
負
担
金
の
額
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。  
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�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
規
則
第
五
三
号
）

１　

道
路
交
通
法
第
五
一
条
第
一
六
項
（
同
条
第
二
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）の
規
定
に
よ
り
運
転
者
等
又
は
使
用
者
等
が
負
担
す
る
車
両
の
移
動
そ
の
他
の
措
置

に
係
る
負
担
金
の
額
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

２　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
〇
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
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道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

県
道

八
幡
岳
公
園

線

道　
　

路　
　

の　
　

区　
　

域

区　
　
　
　
　

間

伊
万
里
市
大
川
町
東
田
代
字
高
見
一

九
四
番
一
地
先
か
ら

伊
万
里
市
大
川
町
大
川
野
字
原
口
七

八
九
番
一
地
先
ま
で

伊
万
里
市
大
川
町
東
田
代
字
筒
江
二

〇
一
番
二
地
先
か
ら

伊
万
里
市
大
川
町
大
川
野
字
原
口
七

七
二
番
一
地
先
ま
で

伊
万
里
市
大
川
町
東
田
代
字
高
見
一

九
四
番
一
地
先
か
ら

伊
万
里
市
大
川
町
大
川
野
字
原
口
七

八
九
番
一
地
先
ま
で

伊
万
里
市
大
川
町
東
田
代
字
筒
江
二

〇
一
番
二
地
先
か
ら

伊
万
里
市
大
川
町
大
川
野
字
原
口
七

七
二
番
一
地
先
ま
で

変
更
前

後
の
別

後前

幅　
　

員

メ
ー
ト
ル

二
四
・
七

 
〜　

六
・
五

七
三
・
〇

 
〜　

一
一
・
二

二
四
・
七

 
〜　

六
・
五

七
三
・
〇

〜　

 
一
一
・
二

延　
　

長

メ
ー
ト
ル

一
、
七
四
五
・
四

　
　
　
　
　
　
　　

一
、
九
八
七
・
二

一
、
七
四
五
・
四

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　

一
、
九
八
七
・
二
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道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
年
五
月
三
十
日
か
ら
平
成
二
十
年
六
月
三
十

日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
伊
万
里
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供

名　
　

称

医
療
法
人
中
央
ク
リ

ニ
ッ
ク

所　
　

在　
　

地

佐
賀
市
八
幡
小
路
五
番
十

五
号

認　

定　

期　

限

平
成
二
〇
年
五
月
二

二
日
か
ら
平
成
二
三

年
五
月
二
一
日
ま
で

備　
　

考

�
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�
�
�
�
�
�
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河
川
区
域
の
変
更
に
よ
り
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
の
で
、
河
川
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年

政
令
第
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。            

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
佐
賀
県
県
土
づ
く
り
本
部
河
川
砂
防
課
及
び
武
雄
土
木
事
務
所
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
五
月
三
十
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

一　

河
川
の
名
称

　
　

松
浦
川
水
系
鳥
海
川

二　

廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
年
五
月
三
十
日

三　

廃
川
敷
地
等
の
位
置

　
　

武
雄
市
山
内
町
大
字
犬
走
字
陣
二
四
九
六
番
二
地
先

四　

廃
川
敷
地
等
の
種
類
及
び
面
積

　

�　

種
類  
土
地

　

�　

面
積　

七
九
・
五
三
平
方
メ
ー
ト
ル
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道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路

の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　

そ
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
年
五
月
三
十
日
か
ら
平
成
二
十
年
六
月
三
十

日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
伊
万
里
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
五
月
三
十
日　
　
�
�
�
�
�
�
�
�

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

�
�
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路 

線 

名

県
道

八
幡
岳
公
園

線

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

伊
万
里
市
大
川
町
東
田
代
字
高
見
一
九
四
番
一
地
先
か
ら

伊
万
里
市
大
川
町
大
川
野
字
原
口
七
八
九
番
一
地
先
ま
で

伊
万
里
市
大
川
町
東
田
代
字
筒
江
二
〇
一
番
二
地
先
か
ら

伊
万
里
市
大
川
町
大
川
野
字
原
口
七
七
二
番
一
地
先
ま
で

供
用
開
始
の
期
日

平
成
二
〇
・
五
・
三
〇

就
退
任
年
月
日

住
　
　
　
　
　
所

氏
　
　
名

役
職
名

平
成
２０
年
３
月
３１
日
退
任

藤
津
郡
太
良
町
大
字
多
良
４３１５

番
地
１

岩
島
　
　
好

理
　
事

〃
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
　
２５７７

番
地

江
口
　
楠
男

〃

〃
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
　
２１９０

番
地

池
田
　
信
文

〃

〃
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
　
３７３６

番
地

山
口
　
直
毅

〃

〃
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
　
４１９７

番
地

森
川
　
誠
司

〃

〃
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
　
２７０３

番
地
１

江
口
　
伸
次

監
　
事

〃
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
　
３０６８

番
地

山
田
　
速
男

〃

平
成
２０
年
４
月
１
日
就
任

　
　
　
〃
　
　
　
　
　
　
４３１５

番
地
１

岩
島
　
　
好

理
　
事

〃
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
　
２５７７

番
地

江
口
　
楠
男

〃

〃
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
　
２１９０

番
地

池
田
　
信
文

〃

〃
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
　
２８１５

番
地

中
村
　
　
昭

〃

〃
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
　
４１８５

番
地

山
�
　
俊
雄

〃

〃
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
　
１９８４

番
地

吉
田
　
俊
章

監
　
事

〃
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
　
３７７９

番
地

山
口
　
哲
郎

〃
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政
治
団
体
の
名
称

傍
示
暢
昭
後
援
会

城
島
訓
浩
後
援
会

古
庄
健
介
政
経
懇
話
会

代
表
者
の

氏
名　
　

傍
示　

暢
昭

城
島　

訓
浩

古
庄　

健
介

会
計
責
任

者
の
氏
名

傍
示　

暢
昭

城
島
千
恵
子

朝
長　

武
利

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

佐
賀
市
兵
庫
町
大
字
若
宮
二
四
三
六
番

地神
埼
郡
吉
野
ヶ
里
町
田
手
一
五
一
六
番

地武
雄
市
武
雄
町
大
字
昭
和
一
七
二

す
る
。  

　
　

平
成
二
十
年
五
月
三
十
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
�
�
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新
生
武
雄
市
を
つ
く
る

会田
原
和
幸
後
援
会

田
原
ひ
で
ゆ
き
後
援
会

忠
友
会

富
永
ま
さ
き
後
援
会

中
島
紀
仁
後
援
会

中
西
ひ
ろ
じ
後
援
会

は
ら
史
郎
後
援
会

ふ
か
が
わ
高
志
後
援
会

古
庄
健
介
後
援
会

真
木
和
博
後
援
会

ま
ち
づ
く
り
市
民
の
会

松
尾
鶴
丸
後
援
会

松
尾
よ
し
ゆ
き
後
援
会

み
ん
な
で
明
る
い
基
山

町
政
を
つ
く
る
会

牟
田
秀
文
後
援
会

持
永
安
之
後
援
会

本
村
つ
る
お
後
援
会

山
内
よ
し
あ
き
後
援
会

米
倉
つ
よ
し
後
援
会

光
武　

俊
博

田
原　

政
司

綿
島　

正
登

松
尾　

好
幸

馬
場　

宏
晃

八
島　

晴
樹

中
西　

裕
司

黒
川　

俊
幸

鹿　
　

保
男

中
尾　

直
弘

山
田　

清
俊

本
庄　

幸
生

松
尾　

善
博

中
島　

隆
浩

野
方　

昌
明

牟
田　

秀
文

横
尾
啓
四
郎

森
�　
　

健

有
森
亜
矢
加

米
倉　
　

堅

田
島　

孝
博

田
原
比
名
代

岡　
　

春
男

江
下　

敏
男

馬
場　

得
大

中
島　

紀
仁

谷
川　

清
太

原　

恵
美
子

秋
丸　

文
彦

朝
長　

武
利

服
巻　

勝
彦

本
庄　

邦
子

西
井　
　

一

松
尾　

真
澄

古
賀　

茂
夫

牟
田　

基
治

益
田　

一
馬

本
村　

順
子

山
内
し
げ
子

古
賀　
　

守

武
雄
市
朝
日
町
大
字
中
野
一
〇
六
一
〇

神
埼
市
神
埼
町
本
堀
二
一
九
一
番
地

神
埼
市
神
埼
町
竹
九
八
二

佐
賀
市
蓮
池
町
大
字
古
賀
一
一
〇
九

小
城
市
小
城
町
栗
原
一
一
三
二

東
松
浦
郡
玄
海
町
大
字
仮
屋
七
六
番
地

三鹿
島
市
古
枝
甲
一
〇
六
番
地

武
雄
市
北
方
町
大
字
志
久
二
三
三
九
―

一
四

小
城
市
牛
津
町
勝
一
三
八
二

武
雄
市
武
雄
町
大
字
昭
和
一
七
二

神
埼
郡
吉
野
ヶ
里
町
立
野
五
七
六
番
地

三神
埼
市
千
代
田
町
下
西
二
二
一

唐
津
市
北
波
多
田
中
六
〇
九
番
地
一

小
城
市
牛
津
町
柿
樋
瀬
七
七
五
―
二

三
養
基
郡
基
山
町
長
野
一
一
二
一
―
一

五
七

三
養
基
郡
み
や
き
町
大
字
白
壁
一
二
九

九佐
賀
市
巨
勢
町
大
字
修
理
田
一
一
一
四

番
地
の
一

三
養
基
郡
み
や
き
町
大
字
市
武
八
八
六

―
二

三
養
基
郡
み
や
き
町
大
字
寄
人
二
〇
一

三神
埼
郡
吉
野
ヶ
里
町
石
動
二
三
〇
四

��

�
�
�
�
�
�
	



政
治
団
体
の
名
称

池
田
大
生
後
援
会

池
田
安
幸
後
援
会

伊
香
賀
俊
介
後
援
会

伊
�
好
信
後
援
会

伊
東
健
吾
後
援
会

上
田
雄
一
後
援
会

江
口
武
吉
後
援
会

大
川
�
城
後
援
会

大
隈
正
道
後
援
会

大
平
竜
弘
後
援
会

岡
光
廣
後
援
会

川
内
学
後
援
会

環
境
社
会
福
祉
政
経
塾

小
池
一
哉
後
援
会

酒
井
靖
夫
後
援
会

し
と
う
し
げ
こ
後
援
会

し
と
ざ
わ
一
則
後
援
会

市
民
本
位
の
鳥
栖
市
政

に
流
れ
を
変
え
る
会

城
島
敏
行
後
援
会

代
表
者
の

氏
名　
　

福
地　

忠
�

多
良　
　
 

伊
香
賀
俊
介

百
武　

正
良

伊
東　

健
吾

北
野　

訓
男

江
口　

武
吉

大
川　

紀
男

鍋
島　

泰
輔

堤　
　

憲
治

岡　
　

英
規

松
永　

徳
一

伊
�　
　

捷

鶴
�　
　

薫

酒
井　
　

進

徳
島　

武
人

山
崎　

勝
美

三
栖　

一
紘

城
島　

敏
行

会
計
責
任

者
の
氏
名

立
石　
　

力

池
田　

征
美

江
原
美
恵
子

小
野
須
美
雄

牧
瀬　
　

隆

上
田　

量
己

江
口　

道
子

白
井　

正
人

大
隈
登
美
子

樋
口　
　

悟

岡　

恵
理
子

金
子　
　

肇

末
永　

初
雄

野
口　

政
幸

久
保
山
勝
予
史

平
野　

正
代

植
田　

里
砂

篠
原　

慶
哲

城
島
佐
知
子

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

武
雄
市
北
方
町
大
字
大
�
一
七
九
七
―

六神
埼
郡
吉
野
ヶ
里
町
大
曲
三
六
五
六
番

地
一

神
埼
市
神
埼
町
姉
川
二
二
一
五
番
地

杵
島
郡
白
石
町
大
字
牛
屋
九
八
九
―
一

番
地

神
埼
郡
吉
野
ヶ
里
町
豆
田
一
五
〇
〇
―

二武
雄
市
武
雄
町
大
字
昭
和
二
二
四

佐
賀
市
富
士
町
下
無
津
呂
一
二
六
七

三
養
基
郡
上
峰
町
大
字
坊
所
五
八
四

神
埼
郡
吉
野
ヶ
里
町
豆
田
二
九
六
九

小
城
市
三
日
月
町
久
米
一
一
八
八
番
地

一三
養
基
郡
上
峰
町
大
字
坊
所
九
三
二
番

地
の
一

伊
万
里
市
山
代
町
久
原
二
八
七
一
―
四

三
養
基
郡
上
峰
町
坊
所
二
五
五
二
―
六

〇武
雄
市
北
方
町
大
字
芦
原
一
六
四
〇
―

三鳥
栖
市
原
町
九
〇
二

佐
賀
市
大
和
町
大
字
久
池
井
一
九
二
三

―
三

唐
津
市
鏡
四
一
六
〇
番
地
二

鳥
栖
市
今
泉
町
二
一
五
二
番
地
の
二
三

神
埼
郡
吉
野
ヶ
里
町
吉
田
七
九
七
―
四

七
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平
成
二
十
年
五
月
二
十
日
付
け
佐
賀
県
公
報
第
一
三
〇
五
一
号
中
訂
正

正

誤

所
箇

頁

一
一
〇
・
七
〇

二
〇
・
七
〇

上
段

左
か
ら
九
行
目

９

　

平
成
二
十
年
五
月
二
十
日
付
け
佐
賀
県
公
報
第
一
三
〇
五
一
号
中
訂
正

正

誤

所
箇

頁

第
二
百
三
十
四
号

第
三
百
三
十
四
号

上
段

左
か
ら
七
行
目

１

第
二
百
三
十
五
号

第
三
百
三
十
五
号

上
段

右
か
ら
一
行
目

９

第
二
百
三
十
六
号

第
三
百
三
十
六
号

上
段

左
か
ら
八
行
目

第
二
百
三
十
七
号

第
三
百
三
十
七
号

下
段

左
か
ら
一
五
行
目

第
二
百
三
十
八
号

第
三
百
三
十
八
号

上
段

右
か
ら
一
行
目

０１

第
二
百
三
十
九
号

第
三
百
三
十
九
号

上
段

左
か
ら
八
行
目
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